
区
分

施
設

数
利

用
者

数

保
育
所

88
10
,0
24

幼
稚
園

54
4,
07
0

認
定
こ
ど
も
園

9
1,
61
9

そ
の

他
（
※
）

12
11
0

１
．
当
市
に
お
け
る
事
業
者
（
施
設
）
の
状
況

平
成
2
8
年
4
月
1
日
現
在

２
．
当
市
に
お
け
る
支
給
認
定
の
状
況

（
内
は
短
時
間
認
定
者
（
率
）
を
再
掲
）

（
参
考
）
平
成
2
7
年
4
月
1
日
時
点

区
分

施
設

数
利

用
者

数

１
号
認
定

6
3

4
,8
1
2

２
号
認
定

9
4

6
,4
9
9
（
2
6
3
：
4
.0
%
）

３
号
認
定

1
0
7

4
,5
1
2
（
1
6
6
：
3
.7
%
）

（
※
）
小
規
模
保
育
事
業
所
（
７
事
業
所
）
及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
所
（
５
事
業
所
）
の
地
域
枠
利
用
分

倉
敷
市
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
の
状
況

３
．
当
市
に
お
け
る
保
育
料

※
別
添
１
参
照

利
用

者
数

4
,5
9
1

6
,5
5
2
（
1
,3
0
4
：
1
9
.9
%
）

4
,3
4
1
（

7
7
9
：
1
7
.9
%
）

※
平
成
２
８
年
度
の
短
時
間
認
定
者
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
理
由
は
、
保
育
必
要
量
の
審
査
に
お
い
て
、
よ
り
利
用
者
の
実
態
が
反
映
で
き
る
取
り
扱

い
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
。

施
設

数
利

用
者

数

9
3

1
0
,4
0
9

5
6

4
,3
8
2

4
6
5
7

7
3
6

平
成
2
8
年
4
月
1
日
現
在

（
参
考
）
平
成
2
7
年
4
月
1
日
時
点
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【
支
障
事
例
】

認
定

事
由

の
変

更
に

基
づ

く
，

支
給

認
定

変
更

申
請

に
係

る
利

用
者

・
事

業
者

・
自

治
体

の
負

担

保
育
必
要
量
（
保
育
標
準
時
間
・
保
育
短
時
間
）
の
区
分
に
つ
い
て

〜
倉
敷
市
の
⽀
障
事
例
（
認
定
事
由
の
変
更
と
申
請
⼿
続
）
〜

支
給

認
定

事
由

の
変

更
(例

)
・
保
護
者
の
勤
務
形
態
の
変
更

・
離
職
に
よ
る
認
定
要
件
の
変
更

・
産
休
に
よ
る
認
定
要
件
の
変
更

・
そ
の
他
認
定
要
件
の
変
更

（
介
護
，
疾
病
，
就
学
へ
の
変
更
等
）

（
参
考
）
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
係
る
支
給
認
定
変
更
数
の
当
市
に
お
け
る
推
移
（
平
成
2
7
年
度
）

10
92

9
11

01
0

11
12

9
11

21
0

11
27

4
11

44
0

11
54

8
11

64
9

11
70

1
11

75
7

11
76

7
11

77
8

20
92

20
11

20
04

21
66

21
61

21
68

21
36

21
03

21
07

20
58

20
53

20
24

16
8

14
7

52
1

19
7

10
9

10
5

10
6

24
1

19
9

94
86

010
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0
00

12
,0
00

14
,0
00

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月

支
給
認
定
変
更
数
推
移

保
育
利
用

短
時
間
認
定

変
更
数

（
※
）
6
月
→
 
7
月
の
変
更
数
は
4
月
入
所
者
の
入
所
要
件
の
確
認
を
行
い
，
支
給
認
定
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
た
め
件
数
が
増
え
て
い
ま
す
。

変
更

者
数

変
更

回
数

1,
59
5人

1,
97
3回

平
成
2
7
年
度
中
変
更
処
理
件
数

支
障

：
利

用
者

，
事

業
者

，
自

治
体

の
負

担
増

①
保
育
認
定
時
間
の
管
理
事
務
の
増
（
事
業
者
，
保
育
士

の
負
担
増
）

②
保
護
者
の
意
識
に
対
す
る
悪
影
響

③
タ
イ
ム
ラ
グ
に
よ
る
，
就
労
状
態
に
応
じ
た
保
育
実
施
内

容
と
支
給
認
定
の
不
一
致

④
支
給
認
定
に
係
る
事
務
負
担
の
増
（
自
治
体
の
負
担
増
）

⑤
短
時
間
保
育
を
複
数
回
超
え
た
場
合
，
超
過
保
育
料
を

含
め
る
と
，
標
準
時
間
の
利
用
料
を
超
え
た
負
担
と
な
る
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単位：円

月額
（上限）

日額

市町村民税
非課税世帯

Ａ階層を除き， 　均等割の額のみ

前年度分の市町 (所得割の額のない世帯)

村民税額が次に 　所得割の額が

該当する世帯     77,100円以下

　  77,101円以上
   211,200円以下

対象施設：認定こども園（幼児教育部分），幼稚園（私学助成対象の私立幼稚園を除く）

預かり保育利用料：教育標準時間（４時間程度）を超えての利用や長期休業中（夏休みなど）の

利用にかかる料金。私立の利用料は施設で異なります。

※　同一世帯で小学校３年生までの子どもを養育されている世帯は，保育料が軽減される場合があ

　ります。

※　公立施設において，平成28年４月１日現在の年齢が５歳の子どもの保育料については経過措置

　があります。

※　保育料については，夏期休業中（８月）もご負担いただきます。

※　保育料には，給食提供施設での給食費は含まれていません。

※　公立認定こども園の預かり保育は，利用限度が月に12日までであり，月額利用料の設定はあり

　ません。また，給食のない日に預かり保育を利用した場合は，給食費が別途必要となります。

※　民間の認定こども園及び私立幼稚園の預かり保育利用料（利用限度）は各施設にお問い合わせ

　ください。

Ｂ
1,200 1,800 450

平成28年度　倉敷市幼稚園(１号認定)等保育料月額表

各月初日の入所児童世帯の階層区分
徴収金額
（月額）

預かり保育利用料
（公立）

階層区分 定　　義

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含
む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律による支
援給付を受けている者の属する世帯

0 0 0

Ｃ１ 3,000 4,300 450

Ｃ２
6,600 6,800 450

Ｃ３
8,400 6,800 450

Ｃ４
　 211,201円以上 10,600 6,800 450
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平成28年度　倉敷市保育所等（２号，３号認定）保育料月額表

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

7,000
(6,800)

12,800
(12,400)

14,400

11,000円 未満 (14,000)

11,000円 以上 17,000

30,000円 未満 (16,600)

30,000円 以上 19,400

48,600円 未満 (19,000)

48,600円 以上 22,000

62,000円 未満 (21,600)

62,000円 以上 25,800

75,000円 未満 (25,200)

75,000円 以上 26,400

97,000円 未満 (25,800)

97,000円 以上 31,800 28,000

109,000円 未満 (31,200) (27,400)

109,000円 以上 33,400 31,000 27,000

139,000円 未満 (32,800) (30,400) (26,400)

139,000円 以上 39,400 32,800

169,000円 未満 (38,600) (32,200)

169,000円 以上 42,800

199,000円 未満 (42,000)

199,000円 以上 45,600 34,000 27,800

229,000円 未満 (44,800) (33,400) (27,200)

229,000円 以上 47,000

301,000円 未満 (46,200)

301,000円 以上 47,800 35,000 28,400

397,000円 未満 (46,800) (34,400) (27,800)

55,000 37,000 30,000
(54,000) (36,200) (29,400)

　対象施設：認定こども園（保育部分），保育所，小規模保育園，事業所内保育園

   下段( )内の数字は保育短時間の月額

　　　同一世帯から２人以上の子どもが保育所等を利用している場合又は保育所等利用している子ども

　　の就学前の兄姉が保育料軽減施設等を利用している場合，年齢の高い順に２人目は半額，３人目

　　以降は無料になります。

各月初日の入所児童世帯の階層区分 徴 収 金 額 （月 額）

階層区分 定　　義

Ａ

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む。）及び中国
残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支
援に関する法律による支援給付
を受けている者の属する世帯

0

Ｂ

Ａ階層を除
き，当該年度
分の市町村民
税額が次に該
当する世帯

市町村民税 4,600
非課税世帯 (4,400)

Ｃ

1
市町村民税 10,800

均等割の額のみ (10,600)

2
  所得割の額が 13,000

(12,600)

3
15,600

(15,200)

4
16,200

(15,800)

10

5
19,200

(18,800)

6
22,800

(22,400)

7
24,000

(23,400)

8

9

以上

11

12

13

14

15 397,000円
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 ２　 支給認定について

１　認定の種類

※　ただし，私立幼稚園及び私立認定こども園（幼児教育部分）については，申込み手続きが異

　なりますので，直接施設にお問い合わせください。

２　保育の必要量に応じた区分（２号，３号認定）

　２号，３号の認定を受けた場合，さらに保育を必要とする時間について，次の２つの区分に

認定され，保育料が異なります。

※　夜間保育園のコアタイムは，12：00～20：00

（注１）短時間区分の上記説明②に合致し，短時間認定を希望される場合は，申込書の短時間保

　　　　育の希望欄に記入してください。

（注２）短時間認定を受けた方で，コアタイムを外れて利用した場合は，超過料金が必要です。

　　　　利用する時間帯，時間数及び回数にかかわらず１日350円，月極め料金及び月額の上限は

        ありません。

（注３）標準時間区分に該当する方は，短時間認定を希望することができません。

【保育短時間のイメージ】

７：00～ ８：30～ 16:30 ～ 18：00～19：00

超過保育 従来の延長保育

上記以外の場合

利用できる時間 保育料

コアタイム（８：30
～16：30）のうち保
育を必要とする時間

11時間のうち保育を
必要とする時間

最高額

最高額

54,000円
（３歳未満児）

55,000円
（３歳未満児）

コアタイム

  認定こども園
　幼稚園

保 育 所 開 所 時 間

超過保育  保育利用可能時間＝８時間まで

区分

短時間

標準時間

説明

①保育が必要な理由が，
求職・育休等の場合

②保育が必要な時間が，
月に120時間未満で，コアタイム
（８：30～16：30）のみの利用

を希望する場合

区　　　分 利用先

  認定こども園
　保育所等

 ３号認定

 ２号認定

 １号認定

  認定こども園
　保育所

　 満３歳未満で，「保育を必要とする事由」
に該当し，保育を希望する場合

　 満３歳以上で，「保育を必要とする事由」
に該当し，保育・教育を希望する場合

満３歳以上で，幼児教育のみを希望する場合
（預かり保育の利用を希望する場合も含む）

- 15 -23



３　手続きの流れ（新規・変更）

○認定こども園（幼児教育部分），幼稚園（預かり保育利用含む）の利用を希望する場合

認定こども園

幼稚園 入　園

提出先 （１号認定）

※第１希望の施設に提出してください。

○認定こども園（保育部分），保育所等の利用を希望する場合

認定こども園

保育所等又は

市役所担当窓口

提出先 (２,３号認定)

※第１希望の施設又は市役所担当窓口に提出してください。

●認定こども園（保育部分），保育所等の利用時間を変更する場合

☆　「保育短時間」から「保育標準時間」に変更，または，「保育標準時間」から「保育短時間」

　　に変更する場合

認定こども園

保育所等又は

市役所担当窓口

提出先 (２,３号認定)

※現在お持ちの支給認定証，変更申請（届）書，保育が必要な事由がわかる書類を

　提出してください。

　◎　「保育の必要性」は，次の「３　保育の必要性の認定基準について」を参照してください。

 ３　保育の必要性の認定基準について（２号，３号認定のみ）

　認定こども園(保育部分)，保育所等は，保育を必要とする子どもに対し，小学校就学(小規模保

育園，事業所内保育園は２歳に達した年度末)まで心身の発達に応じた保育を行う施設です。

　保育所等を利用できる子どもは，両親いずれも(両親と別居している場合には実際に子どもを養

育をしている者)が次のいずれかの事由に該当し，子どもの保育を必要とする場合です。

　１　就労

　　　１ヵ月48時間以上の仕事をすることを常態とすること。

　２　妊娠・出産

　　　妊娠中や出産の前後であること。

　３　保護者の疾病・障がい

　　　疾病にかかり，又は障がいを有していること。

　４　同居親族等の介護・看護

　　　同居親族等を常時介護・看護していること。

　５　災害復旧

　　　火災，風水害，地震などの災害に見舞われ，その復旧にあたっていること。

　６　求職活動

　　　求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っていること。

　７　就学等

　　　学校で就学していること，又は職業訓練校等で職業訓練を受けていること。

　８　虐待・ＤＶのおそれ

　　　児童虐待が行われている又は行われるおそれがあると認められること。

　　　配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

　９　育児休業

　　　育児休業をする場合であって，すでに保育所等を利用している子どもが引き続き

　　保育所等を利用することが必要であると認められること。

  10　その他

　　　前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

※　保育を必要とする事由が変わったときは，その都度保育を必要とする事由がわかる書類を

　提出する必要があります。

施設
利用

入　所

入園決定 支給認定
証交付

※定員超過の
場合は選考あ
り

保育の必要
性を認定

入園決定

支給認定
証交付

※定員超過の
場合は調整あ
り

保育の必要
性を再認定

変更決定

支給認定
証交付
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　※　就労等の状況（保育を必要とする事由）に変更がある場合は，就労証明書等を提出してくだ

　　さい。

　※　就労を理由に申込みの場合，週12時間（月48時間）以上就労していることが最低条件になり

　　ます。

　※　各種証明書等の様式は倉敷市保育・幼稚園課ホームページにも掲載していますので，必要な

　　方はそちらから入手してください。

３　支給認定証の交付

　　申込書及び保育を必要とする事由がわかる書類により市が保育の必要性に応じて判定し，支給

　認定証を交付します。

　　※　入園の可否をお知らせをする時期にあわせて交付する予定です。

４　変更手続き　　

　　支給認定証の内容に変更があるとき，又は届出事項に変更があるときは，変更申請，届出が必

　要になります。利用している施設又は市役所担当窓口に変更申請（届）書等の必要書類を提出し

　てください。

　　※　就労等保育を必要とする事由が変更になった場合は，就労証明書等を提出してください。

　　※　変更申請(届)書の様式は，倉敷市保育・幼稚園課ホームページにも掲載していますので，

　　　必要な方はそちらから入手してください。　

　　※　変更手続き後，新たに支給認定証が送付されましたら，変更前の支給認定証を利用施設又

　　　は市役所担当窓口に返却してください。

　

　

　

　*1　子ども又は保護者が市外へ転出した場合は，原則退園(退所)となります。

　*2　転園を希望する施設等の入所状況等により転園できない場合があります。

　*3　退園(退所)日の１週間前までに利用している施設に提出してください。日付をさかのぼ

　　っての提出はできません。

　

提出書類

変更申請（届）書

就労証明書等，保育が必要な事由
がわかる書類

転園申込書

退園(退所）届

変更の状況

住所・氏名・保護者・世帯構成等の変更*1
希望保育園の変更（未入園者（未入所者））

保育必要時間に変更があったとき

施設を転園したいとき*2

年度途中で退園するとき*3
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１
当
市
に
お
け
る
就
学
前
児
童
と
支
給
認
定
子
ど
も
の
状
況

２
当
市
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
状
況

※
就
学
前
児
童
数
は
3
年
間
で
△
5
0
2
人

※
支
給
認
定
子
ど
も
は
H
2
7
→
H
2
8
で
＋
6
4
6
人

⾼
知
市
に
お
け
る
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
⽀
援
給
付
の
状
況

３
当
市
に
お
け
る
保
育
料

※
別
添
１
参
照

区
分

平
成
26

年
度

平
成
27

年
度

平
成
28

年
度

児
童
数

構
成
比

児
童
数

構
成
比

児
童
数

構
成
比

就
学

前
児

童
数

16
,7
34

 
10

0.
0%

16
,5
02

 
10

0.
0%

16
,2
32

 
10

0.
0%

1 号
認

定
‐

‐
82

6 
5.
0%

1,
26

6 
7.
8%

2 号
認

定
‐

‐
6,
01

6 
36

.5
%

6,
09

2 
37

.5
%

3 号
認

定
‐

‐
4,
25

9 
25

.8
%

4,
38

9 
27

.0
%

認
定

子
ど
も

計
‐

‐
11

,1
01

 
67

.3
%

11
,7
47

 
72

.4
%

区
分

平
成
26

年
度

平
成
27

年
度

平
成
28

年
度

施
設
数

児
童
数

利
用
率

施
設
数

児
童
数

利
用
率

施
設
数

児
童
数

利
用
率

保
育

所
84

 
9,
01

6 
53

.9
%

86
 

9,
12

6 
55

.3
%

86
 

9,
04

0 
55

.7
%

幼
稚

園
15

 
2,
31

5 
13

.8
%

2 
56

 
0.
3%

5 
27

6 
1.
7%

認
定

こ
ど
も
園

11
 

‐
‐

15
 

1,
55

4 
9.
4%

19
 

2,
19

7 
13

.5
%

地
域

型
保

育
0 

‐
‐

6 
49

 
0.
3%

12
 

86
 

0.
5%

合
計

11
0 

11
,3
31

 
67

.7
%

10
9 

10
,7
85

 
65

.4
%

12
2 

11
,5
99

 
71

.5
%

高
知
市
で
は
，
就
学
前
児
童
は

減
少
傾
向
に
あ
る
が
，
新
制
度

の
普
及
に
よ
り
，
支
給
認
定
子
ど

も
の

数
が

増
加

し
て
い
る
。

高
知
市
で
は
，
新
制
度
の
参
入

施
設
の
増
加
に
よ
り
，
利
用
児

童
数
も
増
加
し
て
お
り
，
平
成

28
年
度
で
就
学
前
児
童
の

71
.5
％

に
達

し
て
い
る
。

※
新
制
度
施
設
数
は
，
H
2
7
→
H
2
8
で
＋
1
3
施
設

※
新
制
度
施
設
の
利
用
児
童
数
は
，
H
2
7
→
H
2
8
で
＋
8
1
4
人
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支
障
事
例
：

支
給

認
定

変
更

申
請

等
に

係
る

保
護

者
，

施
設

（
保

育
士

）
の

負
担

増

保
育
必
要
量
（
保
育
標
準
時
間
・
保
育
短
時
間
）
の
区
分
に
つ
い
て

〜
⾼
知
市
の
⽀
障
事
例
（
⽀
給
認
定
の
変
更
等
の
⼿
続
負
担
）
〜

（
参
考
）
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
に
係
る
支
給
認
定
変
更
数
の
当
市
に
お
け
る
推
移
（
平
成
2
7
年
4
月
～
平
成
2
8
年
6
月
）

○
平
成
2
7
年
度

支
給
認
定
に
係
る
主
な
手
続
等
の
件
数

区
分

支
給

認
定

子
ど
も

A
支
給
認
定
変
更

3 号
職
権
変
更

認
定
期
限
到
来

合
計

児
童
数

11
,1
01

 
6,
47

2 
1,
99

6 
2,
16

5 
10

,6
33

 
A に

対
す
る
比
率

10
0.
0%

58
.3
%

18
.0
%

19
.5
%

95
.8
%

就
労
環
境
・
・
・
求
職
，
就
労
，
離
職
（
転
職
）
，
異
動
・
転
勤
（
就
労
時
間
，
就
労
場
所
の
変
化
）

生
活
環
境
・
・
・
妊
娠
，
出
産
（
産
前
・
産
後
休
暇
）
，
育
児
休
業
，
疾
病
，
親
族
の
介
護
，
就
学

支
給
認
定
保
護
者
の
就
労
環
境
や
生
活
環
境
の
変
化

申
請
書
類
作
成
，
申
請
書
類
・
支
給
認
定
証
提
出
・
受
領
（
施
設
経
由
）
等

保
育
料
の
変
更
，
送
迎
時
間
（
保
育
時
間
）
の
変
更
，
延
長
保
育
の
取
扱
変
更
等

667

345

622

519

296

517

387

319

887

547

496

870

444

601

547

162

176

178

163

194

161

153

147

181

163

156

162

165

158

194

82

176

481

165

137

229

123

111

187

126

128

220

116

98

359

H
2
7
.4

H
2
7
.5

H
2
7
.6

H
2
7
.7

H
2
7
.8

H
2
7
.9

H
2
7
.1

0
H
2
7
.1

1
H
2
7
.1

2
H
2
8
.1

H
2
8
.2

H
2
8
.3

H
2
8
.4

H
2
8
.5

H
2
8
.6

支
給
認
定
変
更

3
号
職
権
変
更

認
定
期
限
到
来

支
給
認
定
変
更

保
育
必
要
量
変
更

保
護
者
・
施
設
の
負
担
増

支
障
事
例

保
護
者
・
保
育
士

→
子
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
が
減
少

施
設
・
保
育
士

→
教
育
・
保
育
に
か
け
る
時
間
が
減
少

児
童
の
処
遇
維
持
・
向
上
の

支
障
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
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